
	
 

新・もんじゅ訴訟の原告になりませんか	
 
 

 

新・もんじゅ訴訟団の概要 
 
1、訴訟の目的 
	
 	
 将来に渡って放射能の恐怖に怯える必要のない社会を実現するためには、今きちんと

もんじゅに引導を渡す必要があります。 
そのためには、「『ズル』や『強弁』は許さない」という強い姿勢を社会に向けて発信

して原子力規制委員会を支え、かつ勧告の趣旨を簡単に翻すことのないよう規制委員会

を厳しく監視し、速やかに廃炉措置へ移行するよう導いていかなくてはなりません。 
今般、新たにもんじゅ訴訟を提起することが、そのために有効かつ必要な手段だと考 
えるに至りました。 
 

 
 
2、原告団への参加条件 
	
 	
 ①	
 原告団は、もんじゅより 250㎞圏内の方に限ります。 

②	
 訴訟委任状に必要事項の記入と捺印が必要です。 
原告団に加わっていただく方は、説明会当日に印鑑をご持参お願いします。 

	
 	
 ③	
 参加費 10,000円が必要です。 
 
 
3、原告団募集の締め切り日 

提訴の時間が迫っていますので、必要書類を 12月 18日(金)弁護団事務局必着としま 
す。 

 
4、提訴先 

東京地方裁判所に行います。 
5、提訴日 

12月 25日午後、東京地方裁判所に提訴します。	
  
 

 
6、提訴行動 

東京地方裁判所前に午後 2時に集合し、簡単に集会を行います。 



その後、原告団と弁護士、支援者により入廷行動を行います。 
入廷行動が終われば、支援者は解散になります。 
14:00~	
 提訴集会（東京地裁前） 
14:30~	
 提訴行動 
15:00~	
 原告・弁護団代表記者会見（司法記者クラブ） 

 
7、事務局 
	
  
	
 	
 	
 	
 原告団事務局:【原子力発電に反対する福井県民会議】 
	
 	
 	
 	
 福井市日之出 3丁目 9-3	
 	
 0776-25-7784	
 fax	
 0776-27-5773 
	
 	
 	
 	
 shinmonju@gmail.com	
 	
  担当・宮下、山本 
 
 
	
 	
 	
 	
 弁護団事務局【さくら共同法律事務所】 
	
 	
 	
 	
 東京都千代田区内幸町 1丁目 1番 7号 NBF日比谷ビル 16階 
	
 	
 	
 	
 03-5511-4386	
 	
 担当・松田 
 
8、その他 

原告団会議や支援組織については、今後協議して行きます。 
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 新・もんじゅ訴訟の原告団登録	
 
	
 

原告になって頂き、ありがとうございました。	
 

今後の連絡のために、以下の事に対してご記入お願いします。	
 

	
 

	
 事	
 柄	
 記	
 入	
 欄	
 備考	
 

	
 氏	
 	
 名	
 	
 	
 

	
 住	
 	
 所	
 〒	
 

	
 

	
 

	
 携帯電話	
 

番号	
 

	
 
携帯がない場合

は、連絡が付き

やすい番号で構

いません。	
 

	
 メールアド

レス(PC)	
 

	
 	
 

	
 FAX 番号	
 	
 	
 

	
 備	
 	
 考	
 	
 

	
 

	
 

	
 

注・・・メールアドレスは、会議の案内や活動についての連絡をすることになるため、パ

ソコンのメールアドレスのみをお願いします。	
 

もちろんパソコンが無い方のためには、FAX での連絡といたします。	
 

	
 

 
	
 	
 	
 	
 原告団事務局:【原子力発電に反対する福井県民会議】 
	
 	
 	
 	
 福井市日之出 3丁目 9-3	
 	
 0776-25-7784	
 fax	
 0776-27-5773 
	
 	
 	
 	
 shinmonju@gmail.com	
 	
  担当・宮下、山本 
 
 


